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奈良市議会委員会条例の一部改正について 

 

 奈良市議会委員会条例の一部を次のように改正しようとする。 
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   奈良市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 奈良市議会委員会条例（昭和４９年奈良市条例第５２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１９条に次の１項を加える。 

３ 前２項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別

に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

 議会制度検討特別委員会での決定を受け、常任委員会の傍聴について必要な

事項を定める。 


